
平成２３年 給与等に関する報告及び勧告の概要 

平成 23 年 10 月 19 日 

神奈川県人事委員会 

＜本年の勧告のポイント＞ 
 

○ 月例給は引下げ、期末・勤勉手当は改定なし 

～ 平均年間給与は△７千円（△0.1％） ～ 

・ 月例給の公民給与の較差は△439円（△0.11％） 

・ 給料表の改定は見送り 

・ 50歳台後半層の職員の給与を減額 

・ 期末・勤勉手当の支給月数は、民間の支給月数と均衡し、改定の必要なし    

  ○ 給与構造改革における経過措置額を廃止 

＜報告及び勧告の基本的な考え方＞ 
 
  職員の給与は、国家公務員の給与との均衡も考慮しつつ、民間従業員の給与と均衡させること(民

間準拠）が基本であり、本年４月分の職員と民間従業員の給与の実態を調査し、両者を比較した上

で勧告を実施 

 
＜報告及び勧告の内容＞ 

１ 本年の給与改定 

(1) 月例給 

 ・ 給料表の改定は見送り 

  ・ 50歳台後半層の職員の給与水準是正のため、国との均衡を基本に、本県の実情を考慮して、

給与抑制措置を実施 

公民の給与比較 

  職員 従 B）－（の給与（A）  民間 業員の給与（B） （ A） 

412,475円 412,036円 △439円(  △0.11％) 

 

(2) 期末手当・勤勉手当（ボーナス） 

     職員の期末・勤勉手当の支給月数は民間の特別給の支給月数と均衡がとれていることから、改

定の必要なし 

 職員の ）－（支給月数（A） 民間従業員の支給月数（B） （B A） 

3.95月 3.95月 0.00月 

  注 民間従業員の支給月数は、昨年８月から本年７月までの実績である3.97月分について、 

国と同様に0.05月ごとの区切りとなるよう小数点以下第２位で二捨三入し、3.95月と 

した。 

 

(3) 実施時期等 

・ 給与改定を実施するための条例の公布日の属する月の翌月の初日（公布日が月の初日である

ときは、その日）から実施 

・  公民給与を年間で均衡させるため、本県の公民較差に基づく所要の調整措置が必要 
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２ 給与制度の改正等 

(1) 給与構造改革の取組 

  ・ 平成18年度から取り組んできた給与構造改革について、給料表の見直し、地域手当の導入な

ど、当初予定していた施策の導入・実施は、平成22年度をもってすべて終了 

  ・ 今後は、その成果について、国や他の地方公共団体の動向にも留意しながら、適時検証を行

っていくことが必要 

 

(2) 給与構造改革における経過措置額の廃止  

・ 給与構造改革の一環として行われた給料表の切替えに伴う経過措置額は、国との均衡を図る

ため、廃止することが適当 

   ・ 廃止に当たっては、経過措置額を受給している職員の状況が国とは異なる本県の実情を考慮

することが必要 

      

(3) その他 

高齢層における昇格、昇給制度の見直しについて、今後の国の検討状況に留意しつつ、本県の

実情を踏まえ、検討することが必要 
 

３ 公務運営 

(1)  人材の確保・育成 

 ア 多様で有為な人材の確保 

任命権者と連携して、県行政に携わることの魅力について情報発信するとともに、採用試験

制度の新たな取組など、多様で有為な人材を確保するための方策について研究・検討 
    イ 職員の意欲・能力を活かす人事制度 

「新しい人材育成マスタープラン」に掲げる取組については、絶えず検証・評価を行い、見

直しを進め、職員の意欲・能力を活かす人事制度とすることが重要 

 

(2) 勤務環境の整備 

ア 総実勤務時間の短縮 

組織全体で業務のあり方の見直し及び業務プロセスの改善を重ねていくなど、総実勤務時間

の短縮に向けた取組を強力に推し進めていくことが必要 

イ 子育てを行う職員の支援 

職員が安心して子育てができる職場環境づくりに努めることが重要であり、男性職員の育児

休業取得に向けて、国家公務員における措置を踏まえ、育児休業取得促進のための措置を検討

することが必要 

ウ 健康管理対策の推進 

 特にメンタルヘルスについては、セルフケアやラインによるケアを促進するために、研修や

情報提供、専門スタッフによる相談体制の充実に取り組んでいくことが必要 

 

(3) 公務員制度を巡る諸課題 

    ア 公務員の労働基本権 

   地方公務員の労使関係制度について、国における検討状況を注視し、状況に応じた本県とし

ての対応を検討することが必要 

   イ 高齢期の雇用問題 

       高齢期の雇用問題についての国の動向を踏まえ、定年の引上げに伴う人事・給与制度の諸課

題の検討に当たっては、県民の理解、組織活力の維持、多様な働き方の実現などの観点に立ち、

本県の実情を踏まえ、取り組んでいくことが必要 
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参 考 
 
１ 職員構成の状況等（平成23年4月1日現在） 

 

 (1) 職員数 

区   分 職  員  数 構 成 割 合 

全  職  員 ６９，９１２   人    １００．０ ％ 
一 般 職 員 １１，５５５     １６．５ 

 行 政 職 員 （９，８１３）   （１４．０） 

教 育 職 員 ４３，３５２    ６２．０ 

 

警 察 官 １５，００５     ２１．５ 

注 １ 職員の給与に関する条例、学校職員の給与等に関する条例、任期付研究員の採用等に関する条例及び任期付職員の 
採用等に関する条例の適用を受ける職員を対象（企業行政職給料表及び技能職給料表の適用を受ける職員は対象外） 

２ 構成割合は、小数点以下第２位を四捨五入 
〈参考： 平成22年4月1日現在の全職員数は70,210人〉 

 
 (2) 学歴別構成割合 

区   分 大学卒 短大卒 高校卒 中学卒 

全 職 員 ７７．１ ％ ７．６ ％ １５．１ ％ ０．２ ％ 

 行 政 職 員 ６８．４  ９．０     ２１．５  １．１ 
 
 (3) 性別構成割合 

区   分 男 女   

全 職 員 ６０．２ ％ ３９．８ ％   
 行 政 職 員 ６２．７  ３７．３   

 
 (4) 平均年齢、平均勤続年数 

 区   分 平均年齢 平均勤続年数   

全 職 員 ４１．７ 歳 １７．３年   
 行 政 職 員 ４２．７  １９．６   

〈参考： 平成22年4月1日現在の行政職員の平均年齢は42.8歳〉 

 
 
２ 行政職員（平均年齢４２．７歳）の平均年間給与 

 
 平 均 年 間 給 与 差額（率） 
改 定 前  ６，５６３    千円 
改 定 後 ６，５５６  千円 

△ ７千円 
（△０．１％）

   

 

 

 

 

＜参考：平均年間給与の減少額及び率(高い順)＞ 

１ 平成１５年 △１９７千円、△２．６％ 

２ 平成１４年 △１８４千円、△２．４％ 

３ 平成２１年 △１６３千円、△２．３％ 

４ 平成１１年 △１１７千円、△１．５％ 

５ 平成２２年 △１０４千円、△１．５％  
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３ 最近の給与勧告の状況 
 

月例給 期末・勤勉手当  

公民較差 年間支給月数 対前年比増減 

平成１２年  ０．１１％（   ５００円） 勧 告 な し ４．７５月 △０．２０月 

平成１３年 ０．０７％（   ３４６円） 勧 告 な し ４．７０月 △０．０５月 

平成１４年 △２．０５％（△９，５６５円） 引 下 げ ４．６５月 △０．０５月 

平成１５年 △１．０５％（△４，８３０円） 引 下 げ ４．４０月 △０．２５月 

平成１６年 ０．０３％（   １４３円） 勧 告 な し ４．４０月 － 

平成１７年 △０．３８％（△１，７１１円） 引 下 げ ４．４５月 ＋０．０５月 

平成１８年 ０．０５％（   ２３９円） 勧 告 な し ４．４５月 － 

平成１９年 ０．２３％（   ９９２円） 引 上 げ ４．５０月 ＋０．０５月 

平成２０年 ０．０４％（   １７８円） 勧 告 な し ４．５０月 － 

平成２１年 △０．１６％（  △６７５円） 引 下 げ ４．１５月 △０．３５月 

平成２２年 △０．１２％（  △４９６円） 引 下 げ ３．９５月 △０．２０月 

平成２３年 △０．１１％（  △４３９円） 引 下 げ ３．９５月 － 

 
 
４ 職種別民間給与実態調査の概要 

 
(1)  調査実施期間 

平成23年６月24日（金）～８月10日（水） 
 

(2)  調査の範囲と対象数 
・ 企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の事業所(官公庁を除く)を対象とし、公務類似産業(製 

造業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業、金融業、保険業、サービス業等)について、常勤従業員のう

ち事務関係職種、技術関係職種、医療関係職種等の78職種が調査対象 

  ・  県内民間事業所2,656事業所から無作為抽出した620事業所を対象とし、調査完了事業所は535事業所 

   （調査完了率86.7％） 
 
(3)  調査事項 

事業所の名称・所在地、主な事業内容、従業員数など事業所に関するものや、給与・賞与等の支給総額及 

び支給従業員数、各種手当の支給状況等 
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